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４　職員手当等（職員本人からの届出等が必要な手当等） 
 

１　扶養手当 
 
　　扶養手当は、多くの手当の算出基礎となっており、届出等に誤りがあった場合には、多額の返納が生じ

 　ることがありますので、扶養親族の所得の変動等があった場合には、必ず届出してください。
     

 　　【扶養手当を算出基礎とする手当】
 　　　地域手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、期末手当

 

　(１)  概要
 　　　　

 　　　　扶養親族のある職員に対して支給される手当です。　　　　　　　　　　
 （条例第１０条第１項）　

 

　(２)  支給範囲及び支給額
        

　　　ア  扶養親族の要件 
 

 要　件
  次に掲げる者で、他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているもの。 
(ｱ)　配偶者（内縁関係にあると認められる者を含む。） 
(ｲ)　22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 
(ｳ)　22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 
(ｴ)　60歳以上の父母及び祖父母 
(ｵ)　22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 
(ｶ)　重度心身障害者 

（条例第１０条第２項第１～６号）

 

【扶養親族の範囲】 
 
 で囲った部分が扶養手当を支給できる扶養親族の範囲です。
 
 曽祖父母 曽祖父母
 
 

  祖 父 母 祖 父 母
  
  
  伯叔父母 父　　母 父　　母 伯叔父母 配 偶 者
  

 
 兄弟姉妹 配 偶 者 本　　人 弟 妹 兄　　姉 配 偶 者

  
 
 甥　　姪 子 子 配 偶 者 甥　　姪 配 偶 者
 

孫 孫 配 偶 者

曽　　孫 曽　孫 配 偶 者
 

     ただし、次の者は扶養親族とすることができません。
 

①　職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支
 　給の基礎となっている者

 ②　年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
（支給規則第８条）
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【留意点】 
 
 扶養親族とすることができる範囲
 
                                                            

（〇は可、×は不可）
 

        ×      ×           ×         　〇  　         〇
    　  継　母    父 母      　 実父母 養父母

    
  弟妹×

  
  

 職 員 妻〇 職 員
                  （または夫） 

  
  　　      　            養子〇

                    連れ子×
（条例運用第４の１の(2)～(6)）

　※　職員が子のある者と婚姻をし、その子を職員の籍に入れることなく職員が扶養している場合は、 
 　　扶養手当上の扶養親族と認定することができません。

 　    ただし、職員との間に養子縁組をすれば、扶養親族として認定することができます。

重度心身障害者とは
 
　　心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいい、必ずしも親族であることを

 　要しません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（条例運用第４の１の(７)）
 
　　具体的には、必ずしも血族、姻族といったいわゆる親族でなくても、主として職員の扶養を受けている

 　場合は、扶養親族として認定することができます。
 
　　また、「心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度」とは、疾病又は負傷により回復が、

 　ほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害を来し、現状に顕著な変化がない限り、一般に
 　は労務に服すことができないと認められる状態をいいます。

　（認定に係る添付書類は医師の診断書等が必要になりますが、具体的には「(参考)扶養親族届添付書類一
　覧」を参照してください。） 

「22歳に達する日、15歳に達する日及び60歳以上」とは
 
　　「22歳、15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳及び満15歳の誕生日の前日をいい、「60歳以上」と
　は、満60歳の誕生日以後であることをいいます。　　　　　　　　　　（条例運用第４の１の(８））　 

「年額130万円以上の恒常的な所得の年額」とは
 
　  必ずしも暦年による年額を指すものではなく、事実発生日から将来にわたっての１年間の所得額を意味

 　します。
 
    また、「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、
　退職手当、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含めません。　　（条例運用第４の１の(11））　 
 
　　雇用保険法に基づく育児休業給付又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく
　育児休業手当金（以下「育児休業給付等」という。）、雇用保険法上の基本手当等（以下「雇用保険」とい 
　う。）については、恒常的な収入として取り扱います。 
　　また、恩給・各種年金（遺族年金、障害年金、個人年金等）についても恒常的な所得として取り扱いま
　す。） 
 
　※　所得税法上の所得の算定については、扶養手当上の算定方法とは異なり、その年の１月から12月まで

 　　の年間所得金額で算定しますので、留意してください。
　　　また、所得税法上では、育児休業給付金・雇用保険・遺族年金・障害年金は、所得として取り扱いま

 　　せん。

雇用保険を受給している場合の所得の算定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　雇用保険の基本手当の日額の30日相当分を１箇月相当分として年額を推定します。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（支給取扱第３の４の(1)）

 　　基本手当の日額×３０日＜130万円×１/12(108,333.3・・・)の場合に認定できます。
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所得の金額
 
    所得の金額の算定は、課税上の所得額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間に

 　おける総収入金額によるものとしています。
　  ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の支出を要する
　ものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費（租税公課、減価償却
　費、自家用費用と分離不能な水道光熱費及び交際費は一般的にはこれに含まない。）の実額を控除した額
　によるものとされています。（必要経費の取扱いについては、下記「事業所得者の扶養認定に係る必要経
　費の取扱いについて」参照）（所得税法上の必要経費とは取扱いが異なるので十分留意すること。） 

（条例運用第４の１の(12）、支給取扱第３の４の(４））　 
 　　所得税法上の必要経費項目等を参考に取扱いをまとめると次のとおりです。

 項　　　　　目 必　　要　　経　　費　　の　　取　　扱　　い
 給　料　賃　金 〇　ただし、専従者控除に係るものを除く。
 仕　入　金　額 〇

   期 首 ・ 期 末
  商 品　(製 品) ×

 棚　　卸　　高 
 外　注　工　賃 　事業の運営上必要不可欠と認められるものについてのみ必要経費と認める。
 減 価 償 却 費 ×
 貸　　倒　　金 ×
 
地　代　家　賃

 　事業専用の事務所等であり、その事業の運営上必要不可欠と認められるものに
ついてのみ必要経費と認める。

 利 子 割 引 料 ×
 租　税　公　課 ×
 借 入 金 利 子 ×
 荷　造　運　賃 　事業の運営上必要不可欠と認められるものについてのみ必要経費と認める。

  　事業専用の事務所等に係るものについてのみ必要経費と認める。
 水 道 光 熱 費 　なお、自宅の一部を事務所等に使用している場合については、費用の支払が自

宅と明らかに区別されるものについてのみ認める。
 
旅 費 交 通 費

 　実費を支出していることが定期券や領収書等により明らかにできる場合で、事
業運営上必要不可欠と認められるものについてのみ必要経費と認める。

 　事業専用の事務所等に係るもの及びその事業の運営上必要不可欠と認められる

 通　　信　　費 
ものについてのみ必要経費と認める。 
　なお、自宅の一部を事務所等に使用している場合の取扱いは、「水道光熱費」
と同様。

 広 告 宣 伝 費 ×
 接 待 交 際 費 ×
 損 害 保 険 料 ×
 修　　繕　　費 　事業専用の事務所等及び備品等に係るものについてのみ必要経費と認める。
 消　耗　品　費 　事業の運営上必要不可欠と認められるものについてのみ必要経費と認める。
 福 利 厚 生 費 ×
 
雑　　　　　費

 　経費の内容が明らかにでき、かつ、その事業の運営上必要不可欠と認められる
ものについてのみ必要経費と認める。

 専 従 者 控 除 ×
 

共同して同一人を扶養する場合
 

 　　職員が主たる扶養者である場合に限り扶養親族とすることができます。
 （条例運用第４の１の(9)）　

別居している父母等（配偶者及び子以外の者をいう。）を送金等によって扶養する場合
 
　　職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得の額（当該父母等が生計を一にしている場合にあっては、
　当該父母等の所得の合計をいう。）を上回っているとき、又は職員の送金等の負担額が当該父母等の全収 
　入（父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計）の３分の１以上の額であるときには、

 　当該父母等を「主として職員の扶養を受けているもの」として取り扱うものとしています。
　　ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金額等の負担額が兄弟
　姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っているときに限り、「主として職員の扶養を受けているもの」

 　として取り扱うものとしています。
　　なお、別居している父母等に関する取扱いの具体例は、次のとおりです。
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父母の全収入 認 定  
父の 母の 職員 

弟送金 全収入 父 母
所得 所得 送金

130万円   不問 ー 130万円 × ー 
父の所得が限度額を超える １人

 
　 以上    以上  
 90万円  40万円 ー 130万円 × ー 

父の全収入の1/3＞職員の送金額 　（扶養）
 

 
 90万円  50万円 ー 140万円 〇 ー 

父の全収入の1/3≦職員の送金額 １人

130万円
不問

 
不問

 130万円 × ー 
父の所得が限度額を超える

 
   以上    以上  
 60万円  40万円  30万円 130万円 × ー 

父の全収入の1/3＞職員の送金額
 

１人
 

 
40万円  60万円  70万円 170万円 × ー 弟の送金額＞職員の送金額

 

　（扶養）
 

 80万円  70万円  50万円 200万円 〇 ー 父の全収入の1/3≦職員の送金額  
弟の送金額＜職員の送金額

２人以上
   弟    

父の所得＜職員の送金額
 

 50万円  60万円  50万円 210万円 〇 ー 
弟の送金額＜職員の送金額

 
妹 

妹の送金額＜職員の送金額
 50万円

130万円 130万円
不問

 ー 260万円 × × 父、母の所得がいずれも限度額を超  
   以上    以上    以上 える

２人
 

150万円  80万円  70万円 ー 300万円 × × 父母の全収入の1/3＞職員の送金額  

　（扶養）
 

150万円  20万円 100万円 ー 270万円 × 〇 
父母の全収入の1/3≦職員の送金額

 

１人
120万円  50万円 100万円 ー 270万円 〇 〇 父母の全収入の1/3≦職員の送金額

130万円 130万円
不問

 
不問

 260万円 × × 父、母の所得がいずれも限度額を超  
   以上    以上    以上 える  

150万円  80万円  70万円  60万円 360万円 × × 父母の全収入の1/3＞職員の送金額  
 

150万円  20万円 200万円 220万円 590万円 × × 弟の送金額≧職員の送金額
 
２人 

150万円  50万円 220万円 200万円 620万円 × 〇 父母の所得額＜職員の送金額  
弟の送金額＜職員の送金額 　（扶養） 

100万円  20万円 150万円 160万円 430万円 × × 弟の送金額＞職員の送金額
 
２人以上

100万円  20万円 160万円 150万円 430万円 〇 〇 父母の所得額＜職員の送金額 
弟の送金額＜職員の送金額

   弟    
父母の所得額＜職員の送金額

 
 50万円  50万円 110万円  70万円 340万円 〇 〇 弟の送金額＜職員の送金額 

妹 妹の送金額＜職員の送金額
 60万円

 
　※　部局を異にする異動等に伴い、職員が同居していた扶養親族である父母等と一時的に別居することと
　　なった場合の当該父母等については、職員の配偶者又は子と同居している父母等に限り別居後も扶養の

 　　実態等に特段の変化がない限り、引き続き職員と同居しているものと取扱います。
（Ｈ１１．１０．１教給第1157号給与課長通知）　 

 注  父母のいずれか一方が130万円に満たないときでも、父母両方の合算した所得が260万円以上の 
　 場合は、扶養親族として認めることができません。（同居の場合も同様。）

所得を有する者を扶養親族に認定する場合の算定                    
 

 　　収入状況に関する証明書に基づき、次表の「扶養手当の認定の流れ」を参照して判断してください。
（支給取扱第３の４の(１））　 

 
　　なお、雇用保険を受給する場合の扶養手当認定の可否については１４ページを、育児休業給付等を受給
　する場合の扶養手当認定の可否については２０～２２ページをそれぞれ参照してください。 
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配 偶 者 等 が 就 職 等 に よ り 所 得 を 有 す る 場 合 の 扶 養 手 当 の 認 定 の 流 れ 
 

  
 配 偶 者 等 の 就 職 、 事 業 の 開 始

〈職員から「扶養親族の収入状況等証明書」等の提出〉

 

 就職等の日以後１年間（１年未満の期限付雇用の場合はその 
　雇用期間）の所得の推定

 

 130万円未満  130万円以上

                                                                       ※ 認 定 不 可
                                                                   

      　 　 
    雇用期限なし、１年   １年未満の期限付雇用

  以上の雇用の場合   の場合

        
        
        １月当たりの所得が130万 １月当たりの所得が130万

  円の1/12未満の場合 円の1/12以上の場合
  

                 〈暦年による推定〉 
  

 就職等の年の１月１日から12月31日までの間の所得の推定  
 
 
     Ａ   Ｂ    
 130万円未満 130万円以上        

 
 
  就職等の日前１月以上無職かつ無収入で、雇用期  
  雇用期間の満了月以前１年間   間の満了月以前１年間の所得（その者に係る扶養 
  の「引き続く雇用期間等」の   手当が支給されていた期間と就職等の日以後の期 
  所得が130万円未満の場合  間の合計所得）が130万円未満の場合

 
                           Ｃ       認定不可                      Ｄ       認定不可 

扶　　　　養　　　　親　　　　族　　　　届
 

                             
認 　　定       該 当 す る 場 合 

      該当しない場合
 
 

 　《 備　考 》
 

  　　(1) 「引き続く雇用期間等」とは、就職等の日前に１月以上の無職かつ無収入の期間がある場合には、

 　　　　その日の直前にある無職かつ無収入の期間の翌日から雇用期間の満了の日までの期間をいう。

                                  　　　　　 「引き続く期間」 
 
                       　　　 1月以上　　      1月未満

     １月 　４月 　　     ６月　　　　８月 　10月1日 10月20日   　　３月
                                                       　

 　　　(2) １月１日から12月31日までの間の所得及び雇用期間の満了月以前の所得を推定する場合には、

 　　　　既に受けた雇用保険法による基本手当を含むものとする。
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【配偶者等が就職等により所得を有する場合の扶養手当の認定の流れＡの事例】 

 
                 　　　　①就職等の日以後１年間の所得推定（60万円）

 
 
    月額30万円
 月額５万円
　 

  　 １月　 　　　　 ６月　　　　　　　　　１月     　　　　　　                   　　　
 　             

　　　　　　　 　　 就職  
　　　　　　　　　　　　①の所得推定が130万円未満 → 認定

 
 
【配偶者等が就職等により所得を有する場合の扶養手当の認定の流れＢの事例】 

 
                 　　　①雇用期間の所得推定（100万円）

 
 
 月額30万円 
 月額10万円
　 

  １月　 　　　　　　６月　　　　　　　　　１月     　３月31日
                                                     （雇用期限）

　　　　　　　 　　 就職  
 
    　　　　 ①の所得推定が130万円未満で、 
   　　　　　１月当たりの所得額が130万円の1/12（108,333.3･･･円）未満 → 認定 

 
 
【配偶者等が就職等により所得を有する場合の扶養手当の認定の流れＣの事例（雇用期間が引き続いている
　場合）】 
 

 
                        ①雇用期間の所得推定（99万円）

          　　　　　　
                        

            ③雇用期間の満了月前１年間の引き続く雇用期間等の所得推定（123万円）
 
 
 月額８万円 月額11万円
　

 　１月　　３月　   ６月　　　　　　   　　１月     ２月28日              
                   　　                           （雇用期限）

　　　　　　　 　  就職 
 
 

    ②就職等の年の1月1日から12月31日までの間の所得推定（117万円）
 
               　　　   ①～③の所得推定とも130万円未満 → 認定 
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【配偶者等が就職等により所得を有する場合の扶養手当の認定の流れＣの事例（雇用期間が引き続いていな
　い場合）】 
 

 
                                 ①雇用期間の所得推定（60万円）

 　             　　　　
                   　         　　　 

 　           ③雇用期間の満了月前１年間の引き続く雇用期間等の所得推定（60万円）
 

    
   月額15万円 １月以上の無職 月額15万円 
    無収入期間
　
　１月 ２月  ４月30日　 　　　　10月　　 　　 １月    １月31日　　　　                

                                                         （雇用期限）
                           　　 就職 
 
 

 　 ②就職等の年の1月1日から12月31日までの間の所得推定（105万円）
 
                        ①～③の所得推定とも130万円未満 → 認定 

 
 
【配偶者等が就職等により所得を有する場合の扶養手当の認定の流れＤの事例（雇用期限満了以前1年間の
　所得を、就職日以後と扶養手当が支給されていた期間の所得を合計する場合）】 

 
                                   ①雇用期間の所得推定（66万円）

 
 

                       ③雇用期限前１年間の所得推定（106万円）
 

  
   １月以上の無職  
　  月額20万円 無収入期間 月額11万円  

  　 
 
   扶養手当支給
１月1日   　５月1日６月30日退職　　　11月1日 　　　１月            ４月30日 
                                  就職                    　　（雇用期限） 

                            　　　
 
 

 　　②就職等の年の1月1日から12月31日までの間の所得推定（142万円）
 
      　　①の所得推定が130万円未満で、②の所得推定が130万円以上 
          　　             　　　　　　  ③の所得推定が130万円未満 → 認定 
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育児休業に伴う扶養親族の認定について

 

 　①　育児休業を開始した場合　

 　　　育児休業開始日から向こう１年間に受けるべき所得見込額により、扶養認定を行うこととなります。

 

 　②　上記①で扶養認定されなかった場合

　　　育児休業給付等の支給が終了した日の翌日から向こう１年間に受けるべき所得見込額により扶養認定

 　　を行うこととなります。

 

 　③　育児休業の期間を延長する場合

　　　当該延長する育児休業期間の開始日から向こう１年間に受けるべき所得見込額により、扶養認定を行

 　　うこととなります。

 

 　④　育児休業期間中に上記②及び③以外の事由により所得に変動が生じた場合

　　　当該事由の生じた日から向こう１年間に受けるべき所得見込額により、扶養認定を行うこととなりま

 　　す。

 （Ｈ19.2.13給与課給与制度グループ事務連絡）　

　＊育児休業者の扶養認定の具体例 

 注１　      は、所得見込額の算定期間を表す

  ２　育児休業給付等は、給与の支給に関する規則（昭和42年12月25日人事委員会規則７－28

 　　０）第８条第１項第２号に規定する「恒常的な所得」として取り扱うこと。

   ３　所得見込額の算定期間中に受けるべき育児休業給付等は、所得見込額に含むこと。

  ４　所得見込額の算定期間中に支給される給与がある場合は、所得見込額に含むこと。(所得見込

額の算定期間中に期末・勤勉手当の基準日がある場合で、当該基準日に係る期末・勤勉手当が

支給される場合(支給日について算定期間の内外を問わない。）は、当該手当は所得見込額に含

む。）

 

   育児休業期間延長なしの場合

 

例１　育児休業給付等が、子の１歳に達する日で終了する場合（育児休業が１年未満）

 R2.12.11 　　R３.２.6 　      R３.8.1 

    出生日

  育児休業給付等 給　　与

 育児休業期間 復　　職  

  

          　　　 ①

            

  ①　育児休業開始日から向こう１年間の所得見込額(R3.2.6～R4.2.5までの１年間） 

 

      この場合、育児休業手当金の支給額にR３.8.1から毎月の給料（諸手当を含む。）及び期末・勤勉手　

　　当（R３.6分及びR３.12分）等を合わせて所得の見込額を算出します。 

 　　　　１３０万円未満→育児休業期間中　認定可

　　　　　　　　　　　　※復職した場合は、必ず打切りの届出をしてください。（以下同じ。） 

       　１３０万円以上→認定不可
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例２　育児休業給付等が、子の１歳に達する日（「誕生日の前日。」以下同じ。）で終了する場合     

　　　（育児休業が１年以上）

 

 R２.12.11  　R３.2.6   　  R3.12.10   　　 R4.8.1 

     出生日   １歳に

  育児休業給付等 　達した日 給　　与

 育児休 業期間 復　　職
         

  　　　　　 　①

                  ②

  ①　育児休業開始日から向こう１年間の所得見込額(R３.2.6～R4.2.5までの１年間） 

      この場合、育児休業手当金の支給額と期末・勤勉手当(R３.6分)等で所得の見込額を算出します。 

 
　　　　１３０万円未満→育児休業期間中(R4.7.31までの期間)　認定可 

       　１３０万円以上→認定不可　②へ

 

  ②  １歳に達した日の翌日から向こう１年間の所得の見込額(R３.12.11～R4.12.10） 

　　　この場合、R4.8.1から毎月の給料（諸手当を含む。）及び期末・勤勉手当(R４.12分)等を合わせて　

 　　所得の見込額を算出。

 

      １３０万円未満→１歳に達した日の翌日以後の育児休業期間中　認定可(R3.12.11～R4.7.31) 

       １３０万円以上→認定不可

 

 

例３　育児休業給付等が、子の１歳６月に達する日まで延長される場合

                                               １歳６月に達した日

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　１歳に達した日

R2.12.11  　R3.2.6     　  R3.12.10             　R4.8.1 

   出生日

 育児休業給付等(Ａ) 延長給付(Ｂ) 給　　与

     　    育児休業 期間 復　　職
 

       　    ①

               ②

                            ③

　①　育児休業開始日から向こう１年間の所得見込額(R3.2.6～R4.2.5までの１年間） 

    （延長給付(Ｂ)分は①の所得の算出時点では支給されるかどうか未確定のため含まない。） 

 　　この場合、例２の①と同様に所得の見込額を算出します。

 

 　　　　 １３０万円未満→育児休業期間中　認定可

       　 １３０万円以上→認定不可　②へ

 

　②　１歳に達した日の翌日から向こう１年間の所得見込額(R3.12.11～R4.12.10） 

    この場合、延長給付(Ｂ)分にR4.8.1から毎月の給料（諸手当を含む。）及び期末・勤勉手当(R4. 

　　12分)等を合わせて所得の見込額を算出します。 

 　　※育児休業給付等の延長給付(Ｂ)の支給が終了した日の翌日（上記図の③）で認定は行わない。

 

        １３０万円未満→１歳に達した日の翌日以後の育児休業期間中　認定可(R3.12.11～R4.7.31) 

         １３０万円以上→認定不可
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   育児休業期間を延長する場合

注１　育児休業の期間を延長する場合は、当該延長する育児休業期間の開始日(※)から向こう１年間

　　に受けるべき所得見込額により扶養認定を行うこと（扶養親族として認定されている者及びそれ

　　以外の者のいずれについても認定を行うこと。）。 

 　　※当該延長の「申請日」又は「承認日」ではないこと。

 

　２　１歳に達した日の翌日から向こう１年間の所得見込額を見込む際、その時点で職員から育児休

　　業の延長に係る請求がされており、当該育児休業延長を当局も承認することが確定的である場合

　　は、それを見込んで所得を算定すること。

 

例　育児休業給付等が、子の１歳に達する日で終了する場合

 

 R2.12.11 　 R3.2.6      　R3.12.10  　    R4.8.1         　   R5.4.1 

   出生日 １歳に達した日

 育児休業給付等   給　与(A) 給　与(B)

    育児休業期間 (A) 育休延長期間(B) 復　職

        

                  ①

                            ②

           ③

 

　①　育児休業開始日から向こう１年間の所得見込額(R3.2.6～R4.2.5までの１年間） 

       育児休業期間延長なしの場合の例２の①と同様に所得の見込額を算出します。

 

       　１３０万円未満→育児休業期間（Ａ）中　認定可

       　１３０万円以上→認定不可　②へ

 

  ②　１歳に達した日の翌日から向こう１年間の所得見込額(R3.12.11～R4.12.10) 

 　　・この時点で職員から育児休業の延長に係る請求がされていない場合

       育児休業期間延長なしの場合の例２の②と同様に所得の見込額を算出します。

 

    ・この時点で職員から育児休業の延長に係る請求がされており、当該育児休業延長を当局も承認するこ

 　　　とが確定的である場合

　　　この場合、育児休業がR5.3.31まで延長することが確定しているので、給与(Ａ)は所得見込額には　

 　　含めないで所得の見込額を算出します。

 

         １３０万円未満→１歳に達した日の翌日以後の育児休業期間（Ａ）中　認定可

　　　　　　　　　　　  (R3.12.11～R4.7.31) 

 　　　　１３０万円以上→認定不可

 

  ③　延長する育児休業の開始日から向こう１年間の所得見込額(R4.8.1～R５.7.31) 

　　　この場合、R5.4.1からの毎月の給与及び期末・勤勉手当(R5.6分)等により所得の見込額を算出し　　

 　　ます。

 

       　１３０万円未満→育児休業期間（Ｂ）中　認定可

       　※既に扶養認定されている者にあっては新たな扶養親族届の提出は要しない。

 　　  　１３０万円以上→育休延長期間（Ｂ）　認定不可
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所得を有する扶養親族に係る認定後の所得要件

 

　①　当初予想し得なかった雇用条件の変更等（勤務時間、賃金の額の変更及び賞与の支給等）により所得に変

　　動が生じた場合で、当該変更等があった日以後１年間（期限付雇用の場合は、その雇用期間）の推定所得が
 　　130万円以上となるときは、当該事由の生じた日に扶養親族の要件を欠くものとして取り扱います。

  ②　１月１日から12月31日までの間の当該就職等に係る所得額（期限付雇用の場合は、その雇用期間中の所

　　得）が130万円以上となったときは、130万円以上となった月の初日に扶養親族の要件を欠いたものとし

 　　て取り扱います。

（支給取扱第３の４の(２））　 

 

  注　②については、当初の雇用条件の変更等はなかったが、ある月だけ雇用日数が多かった等の理 

  　由により130万円以上となってしまった場合等を想定していますので、雇用条件の変更等が生　

 　 じた場合は、必ず収入状況等証明書を提出してください。

 

　　イ  支給額 
 

 扶　　養　　親　　族　　の　　範　　囲 
扶養手当月額

 

 
【他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者】 （１人につき）

 

 

  ・配偶者【届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む】       

  ・22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫  

  ・60歳以上の父母及び祖父母 ６，５００円　 

  ・22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 

  ・重度心身障害者
 

  ・22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 １０，０００円　
 

  

   
特定期間にある子（１人につき加算する額） ５，０００円　

 

 

 　
※「特定期間」→15歳に達する日以後の最初の４月１日から22歳に達する日以後の最初の

 

 
  　３月31日までの間

 

　

                                                                      （条例第10条第３項、第４項）

 

 (３)  支給方法
 

  　ア　支給手続 

    教職員事務 教職員事務  

職　員
  

職　員
 

学 校 長
 

課各手当認 課給与管理
事 後 の 

 定係 係  
   確　　認

       確認決定   

事 実 の 扶　　養 受　　理 
支給額の決定

  毎年1月1日 

  支　　給  を確認日と 
発　　生 親 族 届 確    認 認定簿作成  して実施 

（職印※） 
入　力

                                  ※市町村立学校のみ                          　　　　　　　　　　　　　 
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   イ　届出が必要な場合 
 

 (ｱ) 新採用者に扶養親族がある場合
 (ｲ) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(ｳ) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（（２）のアの(ｲ)及び(ｴ)に該当する扶養
　親族が22歳に達した日以後の最初の３月31日の経過により扶養親族としての要件を欠くに至
　った場合を除く。） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（条例第１０条第５項）

 注　所得を有する扶養親族の雇用条件の変更等(勤務時間、賃金の額の変更、賞与の支給、雇用期 
 　間の更新等)及び事業の経営状況の変更等(事業規模、必要経費の増減等)により所得に変動が生
　　じた場合は、引き続き扶養親族としての要件を具備していたとしても、必ず収入状況等証明書
　　又は収入状況申立書(事業所得等用)を提出してください。（所得の変動により扶養親族としての
　 要件を欠く場合は「扶養親族届」も提出してください。） 

      また、所得を有する扶養親族が退職して雇用保険受給又は無収入となった場合については「収
　 入状況等申立書」を提出してください。（雇用保険を受給していても引き続き扶養親族としての
   要件を具備している扶養親族が雇用保険の受給を終了し無収入となった場合についても、「収入 
   状況等申立書」を提出してください。）

 

    ウ　支給の始期、終期及び支給額の改定 

支給の始期
 
      (ｱ) 新規採用者に扶養親族がある場合又は扶養親族がない職員に扶養親族としての要件を具備するに至っ
　　　　た者がある場合は、その日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）か

 　　　　ら支給を開始します。
 
　　　(ｲ) 上記(ｱ)の場合で届出がそれぞれの事実の生じた日から30日を経過した後になされたときには届出を
　　　　受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始

 　　　　します。
 （条例第10条第６項）

 
 
  注　市町村立学校職員にあっては「届出を受理した日」とは、学校長が届の記載事項について確認

  　 した旨を証明した日をいいます。
 （支給取扱第３の２（１））

 　

支給の終期
 
      職員が退職、死亡又はすべての扶養親族がその要件を欠くに至った場合には、その日の属する月（その日

 　　が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって支給を終了します。
 （条例第10条第６項）
 

支給額の改定  
 　　　                        

 　　 (ｱ) 扶養手当を受けている職員に新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合は、その
　　　　事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から支給額を

 　　　　増額改定します。
 
　　　(ｲ) 一部の扶養親族がその要件を欠くに至った場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月から支給額

 　　　　を減額改定します。
 
　　　(ｳ) 上記(ｱ)、(ｲ)の場合において、個々の扶養手当の手当額に着目すると増額改定になるものは、その改
　　　　定に係る届出が事実の生じた日から30日を経過した後になされたときには、届出を受理した日の属す

 　　　　る月の翌月（受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月）から支給額を改定します。
    （条例第10条第７項）

 
  注①　父母及び祖父母の場合は、満60歳の誕生日がその要件を具備するに至った日となります。 
  　②　離職の日以後無収入となる場合(当該離職の日の属する月の末日まで給与を受給できる場合

　　 を含む。)は、当該離職の日の翌日(離職の日に給与を受けていない場合は、その日)が扶養親
 　　 族の要件を具備するに至った日となります。

 　③  子、孫及び弟妹の場合は、22歳に達する日以後の最初の３月31日の翌日がその要件を欠く
 　　 に至った日となります。

 　④　雇用保険受給者は、給付日数の最終日の翌日がその要件を具備するに至った日となります。
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  届出を受理した日(注１)  
   区　　　　　分 事実発生の日 支給の始期終期

事実発生から 受理した日

  30日以内
(注２)

 事実発生月から
  

   月　の　初　日 月の初日  受理した月から
 新 た に 支 給 を 30日経過後

 月の中途  受理した月の翌月から
 受 け る 場 合

  30日以内  事実発生月の翌月から
  （ 増 額 改 定 ）

  月　の　中　途 月の初日  受理した月から
30日経過後

月の中途  受理した月の翌月から

 打 切 り の 場 合 月　の　初　日  事実発生月の前月まで
 
（ 減 額 改 定 ） 月　の　中　途  事実発生月の当月まで

 　　注１　届出を受理した日…市町村立学校職員にあっては、職員から提出された届を学校長が確認した日
 　　注２　30日の計算 ………その事実の生じた日の翌日（その事実が午前０時に生じたときはその日)から
 　　　　　　　　　　　　　　起算し30日目が日曜日、休日又は年末年始の休日に当たるときは、その翌日

　　　　　　　　　　　　　　まで延長されます。（民法第140条、142条）　　　　　　　　　　　　　 
 

事実発生の日について
 

 事実発生の日
 届出事由

認定となる場合 打切りとなる場合

新採用 採用となった日

婚姻 婚姻の届出を行った日

離婚 離婚の届出を行った日（注１） 離婚の届出を行った日（注１）

離婚（調停・和解） 調停・和解成立の日（注１） 調停・和解成立の日（注１）

出生 出生日

養子縁組 養子縁組した日

扶養替 扶養事実の生じた日 扶養事実の生じた日

死亡 死亡した日（注１）

就職 就職した日

退職 退職した日の翌日

雇用保険受給 雇用保険受給を開始した日

雇用保険受給満了 雇用保険受給を満了した日の翌日

就職後の所得変動 雇用条件等の変更日 雇用条件等の変更日

育休手当金受給終了 育休手当金受給を終了した日の翌日

年金額の決定・改定 改定通知書を受領した日 決定及び改定通知書を受領した日

その他 扶養事由の生じた日 打切り事由の生じた日

 注１　事由発生（離婚又は死亡）が月の初日の場合のみ、事由発生の翌日が事実発生の日となります。
注２　認定となる扶養親族について、同時期に異なる届出事由及び事実発生の日がある場合は、どちら

 　か遅い方が事実発生の日となります。
 　　例　妻を扶養親族とする場合

　　　　ａ婚姻…R３.11.22、　　　　ｂ退職…R3.12.1（退職日がR3.11.30の翌日） 
　　事実発生の日ａとｂを比較し、遅い方であるｂのR3.12.1とする。 

 

その他
 
　　　　職員が休職にされ、停職にされ、外国派遣条例等により派遣され、専従許可を受け、育児休業を始
　　　め、大学院修学休業を始め、自己啓発等休業を始め若しくは配偶者同行休業を始めた場合又はこれら
　　　の期間の終了により職務に復帰した場合のその月分は、給料の支給方法に準じて日割計算により支給

 　　　します。
（支給規則第10条の３第１項、支給取扱第３の10）　
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（参考）扶養親族届添付書類一覧（条例運用別表及び支給取扱などに基づく具体例） 
 
　第１　扶養親族の認定を行う場合 
 
 区                      　　分 必    要    書    類 摘            要
 
 １ 配 偶 者 (1) 共 通 事 項 ① 配偶者の住民票の写し又は配偶 ・記載省略のないもの 
 　　  　 者の戸籍抄本 ※職員と別居している、職員

    　と同居しているが職員が世

   　帯主ではない場合等、婚姻

  　関係が分からない場合及び

  　婚姻日の確認が必要な場合

  　は戸籍抄本が必要

  
  (2) 収入がある場合(所得制限限度額未満)   
    ア 就職している場合 ① 扶養親族の収入状況等証明書  

     
    イ 事業所得者の場合 ① 扶養親族の収入状況申立書  
    （事業所得用）  
   ② 事業開始年月日が分かる書類等 ・継続している場合は、確　

    （事業所得用） 　定申告書の写し（経費の　

    ウ 雇用保険を受給している場合 ① 収入状況等申立書　 　内訳がわかるもの） 
     ② 雇用保険受給資格者証の写し  
  　   
    エ 恩給・年金等を受給している ① 収入状況等申立書 ・年金には、老齢年金、障害

  　　 場合 ② 証書、額改定通知書の写し 　年金、遺族年金のほか生命

   ③ 収入額を証明できる書類 　保険会社の個人年金等全て

    　含む。

    
              オ  上記以外の場合 ① 収入額を証明できる書類(注)

 
 (3) 収入がない場合   
   ア 婚姻等により無職・無収入の ① 収入状況等申立書 ・婚姻に伴い退職した場合は、

      配偶者を扶養親族とする場合  　イの書類も提出すること。 
    

   イ 配偶者の退職等により扶養親  ・公務員を退職した場合は､

 　　族とする場合  　次のページの「失業者の退

     (ｱ) 雇用保険に加入している  ① 収入状況等申立書 　職手当について」を参照 
        が受給しない場合 ② 雇用保険離職票の写し又は雇用  
  　 保険受給資格者証の写し  

    
     (ｲ) 雇用保険に加入していな  ① 収入状況等申立書  
        い場合 ② 勤務先からその旨記載した証明  
     書（退職年月日も併せて証明が  
     必要)  

    
    

  ウ 雇用保険受給終了の場合 ① 収入状況等申立書 ・受給終了日が出力されてい 

  ② 受給資格者証の写し   るもの 
    
    

  エ  配偶者が育児休業等により無 ① 収入状況等申立書 ・育休延長が決定している場

 　　 給となり扶養親族とする場合 ② 育児休業承認通知書の写し又は 　合、育児休業延長承認通知

 　 辞令の写し 　書の写しも提出すること。 
 
 
 
 注 配偶者が育児休業手当金を受給している場合の添付書類の例 

  　・育児休業の期間が分かる書類（育児休業承認通知書の写し等）
  ・育児休業手当金の支給額が分かる書類
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 　　公務員は、一般的には雇用保険法の適用から除外されていますが、退職時に支給された「退職手当」
 　の額が、雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業（求職活動）しているとき
 　は、その差額分が「失業者の退職手当」（例　北海道職員等の退職手当に関する条例第10条）として支

  　給されます。
 　　扶養手当の所得の算定上、「失業者の退職手当」は雇用保険法の規定による基本手当と同様の取扱い
 　となります。（日額の30日相当分を１箇月相当分として年額を推計します。） 

  
  　　添付書類の例

  　　１  退職時（認定時）
 　　　　　①　配偶者の住民票の写し又は配偶者の戸籍抄本 
 　　　　　②　収入状況等申立書 
 　　　　　③　退職辞令の写し 
 　　　　　④　失業者の退職手当受給資格票の写し（受給資格者のみ） 

  　　２　失業者の退職手当受給開始時
 　　　　　①　収入状況等申立書 
 　　　　  ②　失業者の退職手当受給資格票の写し（「求職申し込み年月日」「待期期間満了年月日」の

  　　　　　　記載されたもの）
 　　　　　③　失業者の退職手当支給申請書の写し 

  　　３　失業者の退職手当受給終了時
 　　　　　①  配偶者の住民票の写し又は配偶者の戸籍抄本 
 　　　　　②　収入状況等申立書 
 　　　　　③　失業者の退職手当受給資格票の写し（「求職申し込み年月日」「待期期間満了年月日」の

  　　　　　　記載されたもの）
 　　　　　④　失業者の退職手当支給申請書の写（最終の請求時のもの） 
 
 
 
 ※　扶養親族に収入の変動があった場合は、必ず扶養親族の収入状況等証明書を提出すること。 
   　なお、収入の変動には、収入のない扶養親族が就職(パート・アルバイト等含む)したり事業を開始し
 　たりした場合や、扶養の範囲内で給与収入を得ていた扶養親族が退職し雇用保険を受給することとなっ
 　た場合等で引き続き扶養親族の要件を具備している場合も含みます。（Ｐ48・49参照） 

  
 ※  雇用保険を受給することになったが引き続き扶養親族の要件を具備している場合は、「収入状況等申
 　立書」等を提出することとなり、また雇用保険の受給が終了したことにより無収入となった場合も、所 
 　得に変動が生じるので、この時点でも「収入状況等申立書」等を提出することになります。

 

失業者の退職手当について



- 28 -

 
 区                      　　分 必    要    書    類 摘            要
 
 ２ 子 (1) 出生の場合 ① 子の住民票の写し又は子の戸籍 ※記載省略のないもの　　　

      抄本 ※職員と別居している、職員

                　と同居しているが職員が世

   　帯主ではない場合等住民票

 22歳年度  　で血縁関係が分からない場

    　合は戸籍抄本が必要 
             ② 主として扶養を受けている旨の ・配偶者が扶養親族の場合は

       申立書 　不要 
             
  末 ま で  ③ 職員の配偶者がその勤務先から ・勤務先の事業所長の証明に 

                 子に係る扶養手当の支給を受け   よる 
     ていないことの証明書 ・配偶者が扶養親族の場合は 

  　（非扶養証明書）   不要 
 ・配偶者が道教委の任命に係 

   る学校職員等の場合は、　

 　省略可（但し扶養親族届の 

   参考欄に、配偶者の氏名・ 

   勤務先を記入する）

 
 (2) 出生以外の場合 ① 子の住民票の写し又は子の戸籍 ※職員と別居している、職員

     抄本 　と同居しているが職員が世

    　帯主ではない場合等住民票

  　で血縁関係が分からない場

 ② 扶養親族の収入状況等証明書等 　合は戸籍抄本が必要 
  ・配偶者の(2)、(3)と同様 
  ・子が義務教育就学中又は就

  　学前で、無職かつ無収入の

 ③ 主として扶養を受けている旨の 　場合は収入状況等申立書の

    申立書 　提出は不要  
 ④ 職員の配偶者がその勤務先から ・子の（１）と同様 
    子に係る扶養手当の支給を受け  
    ていないことの証明書 ・子の（１）と同様

 　（非扶養証明書）

 
 ３ 父 母 ① 父母の戸籍謄本 ・父母及びその子のうち、除 

    ※電算化されている市町村の戸   籍された者があるときは、 

 （60歳以上） 　籍にあっては、「戸籍全部事項証   その除籍された者も記載さ 

 　明書」と「改製原戸籍」   れたもの 
   

 ② 父母に係る世帯全員の住民票の  
    写し  

   
 ③ 扶養親族の収入状況等証明書等 ・配偶者の(2)、(3)と同様 

   
 ④ 職員の兄弟姉妹（以下「兄弟」   ・勤務先の事業所長の証明に 

      という。)がその勤務先から父母   よる。 
    に係る扶養手当の支給を受けて  
    いないことの証明書  
 　（就業していない場合は就業し  
    ていない旨の申立書）  

   
 ⑤ 父母の扶養を職員が行う旨の職 ・職員本人及び兄弟姉妹の連 

    員とその兄弟との協定書   名のもの

  
 ⑥ 扶養状況申立書（父母と別居  

  　している場合に提出）

 
 ４ 養子縁組 ① 職員と養子（22歳年度末まで）  
  　又は職員と養父母（60歳以上）  
  　の関係を証明できる戸籍謄本  
  ② 養子又は養父母の住民票の写し  
  ③ 扶養親族の収入状況等証明書等 ・配偶者の(2)、(3)と同様
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 区                      　　分 必    要    書    類 摘            要
 
 ５ 弟  妹 ① 世帯全員の住民票の写し ・記載省略のないもの 
  ② 父母の戸籍謄本 ・父母及びその子のうち、除 
 22歳年度   ※電算化されている市町村の戸   籍された者があるときは、 
  　籍にあっては、「戸籍全部事項証   その除籍された者も記載さ
  　明書」と「改製原戸籍」 　れたもの 

    
 末 ま で ③ 扶養親族の収入状況等証明書等 ・配偶者の(2)、(3)と同様 

    
 ④ 職員の兄弟がその勤務先から弟 ・勤務先の事業所長の証明に 
    妹に係る扶養手当の支給を受け   よるもの 
    ていないことの証明書  

   
 ⑤ 弟妹の扶養を職員が行う旨の職 ・職員本人及び兄弟姉妹の連 
    員とその兄弟との協定書   名のもの  
                           
 ⑥ 父母が弟妹を扶養していない理 ・父母が既に扶養親族として 
    由書   認められている場合を除く
 
 ６ 祖父母    ① 祖父母の戸籍謄本 ・職員と祖父母の血族関係を 
 （60歳以上）  　※電算化されている市町村の戸   証明できるもの 
    　籍にあっては、「戸籍全部事項証  
 　明書」と「改正原戸籍」 ・祖父母及びその子のうち、
  　除籍された者があるときは、
  　その除籍された者も記載さ
  　れたもの 

   
 ② 世帯全員の住民票の写し ・記載省略のないもの 

   
 ③ 扶養親族の収入状況等証明書等 ・配偶者の(2)、(3)と同様 

   
 ④ 職員の申立書 ・祖父母の親族で職員以外に 
   祖父母を扶養する者がいな 
   いことを具体的に記載した 
   もの
 
 ７ 孫  ① 孫の戸籍謄本 ・職員と孫の血族関係を証明 
                できるもの 
              
 22歳年度  ・除籍された者があるときは、
   　その除籍された者も記載さ
   　れたもの 

    
 末 ま で ② 世帯全員の住民票の写し ・記載省略のないもの 

   
 ③ 職員の申立書 ・孫の親族で職員以外に孫を 
    扶養する者がいないことを 
    具体的に記載したもの 
 ④ 扶養親族の収入状況等証明書等 ・配偶者の(2)、(3)と同様
 
 ８ 重度心身 ①　本人の住民票の写し  
    障 害 者   
         ② 扶養親族の収入状況等証明書等 ・配偶者の(2)、(3)と同様 

    
 ③　医師の診断書 ・病状、病歴等が具体的に記
  載されているもの（心身の障
  害の程度が終身労務に服する
  ことができない程度であるこ
  とがわかるもの） 

   
 ④　職員の申立書 ・職員以外に重度心身障害者 
   を扶養するものがいないこ 
   とを具体的に記載したもの
 
 
 ９  上 記 ４ ～ 　 上記４～８に掲げる扶養親族について必要とする書類のほか、別居の理由及び扶養の方法を具体的

 　８に掲げる 　に記載した職員の申立書 
 　扶養親族で

 　職員と別居

 　して生活し

 　ている場合 
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　第２　扶養親族の所得に変動があった場合（第３の場合を除く） 
 
 区　   分 証　　　　　　明　　　　　　書　　　　　　類
  
 1 所得限度額 ① 就職した場合 ・扶養親族の収入状況等証明書 
 　内の場合 （収入の変動、雇用の更新 　・既に就職している者の給与等に変動があった場合も同様とする。 
 （ 恒 常 的 な 所 や延長等により雇用条件が 　・月ごとの給与に著しい変動があり、「扶養親族の収入状況等証明書」

 得が年額130 変更した場合) 　　のみでは、年間所得の推定ができないとき等は、毎月の給与支払　

 万 円 未 満 の 場 　　証明書の提出が必要な場合がある。
 合 ） 　 　 　 　
 　 　 　 　 　 　 ② 雇用保険受給の場合 ・収入状況等申立書 
 　 　 　 　 　 　 ・受給資格者証の写し（受給開始日が分かるもの）
 　 　 　 　 　 　
 （ 雇 用 保 険 の ③ 年金等受給の場合 ・収入状況等申立書 
 基 本 手 当 日 額  ・年金決定通知書、支給額変更通知書又は年金額改定通知書の写し 
 が3,612円未  ・上記通知書を受け取った日を記載した受給者本人の申立書 
 満の場合）   （通知書を受け取った日が事実発生年月日となる。）
 
 ④ 事業を開始した場合（事 ・扶養親族の収入状況申立書（事業所得等用）  
 業による収入が増え  た） ・開業届の写し等（事業開始日が分かるもの） 
 ・確定申告書の写し等（経費内訳が分かるもの）
 
 ⑤ 退職した場合 ・収入状況等申立書 
 ・雇用保険に未加入の場合は、勤務先から雇用保険に加入していない旨
 の証明書（退職年月日も併せて証明が必要）記載例P43
 
 ⑥ 事業を廃業した場合 ・廃業届（廃業日がわかるもの）
 
 2 一時的な所 予測できなかった一時的な ・扶養親族の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証

 得増加の場合 所得の増加により、年収が 　明書 
 （連続2年まで）130万円以上となった場合  【教事第3721号　令和5年（2023年）12月28日通知にて送付済】

 
　第３　扶養親族としての要件を欠くに至った場合

区    分 証　　　　　　明　　　　　　書　　　　　　類

１  所 得限 度 額 超 ① 就職した場合 ・「扶養親族の収入状況等証明書」及び扶養親族届 
　 過の場合 （雇用の更新や延長等 　・就職していた者の給与等が増額されたときも同様とする。 
（恒常的な所得が により雇用条件が変更 　・月ごとの給与に著しい変動があり、「扶養親族の収入状況等証明書」

年額130万円以上 した場合も含む) 　　のみでは、年間所得の推定ができないとき等は、毎月の給与支払　

の場合）　　　　 　　証明書の提出が必要な場合がある。
　　　　　　　　
（雇用保険の基本 ② 雇 用 保 険 受 給 の ・収入状況等申立書 
手当日額が3,612    場合 ・受給資格者証の写し（受給開始日が分かるもの）
円以上の場合） 
 ③ 年金等受給の場合 ・収入状況等申立書 
  ・年金決定通知書、支給額変更通知書又は年金額改定通知書の写し 
  ・上記通知書を受け取った日を記載した受給者本人の申立書 
   （通知書を受け取った日が事実発生年月日となる。）

④ 事業を開始した　 ・扶養親族の収入状況申立書（事業所得等用）  
　場合（事業による ・開業届の写し等（事業開始日が分かるもの） 
　 収入が増えた）

⑤ 扶養親族として認 ・育児休業承認通知書の写し等（育児休業最終日のわかるもの）　 
　 定されている配偶 ・道教委任命学校職員以外は、育児休業終了の翌日から向こう一年間の

　 者が育児休業から 　給与支払見込み証明書（給与支払者の証明）が必要

　 復職（産休取得を

　 含む）した場合

２ 死亡した場合 　死亡を証明できる戸籍抄本又は死亡診断書

３ 離婚(縁)の場合 　除籍を証明できる戸籍抄本

４ 子、孫及び弟妹が満22歳に達する日以後最初の４月１日に至った場合  届出不要

　※　教職員事務課手当認定・旅費担当課長は認定に当たって、さらに確認を要する場合には、上記書類のほか、別に必

　　要書類の提出を求めることがあります。 
 

 注①「住民票の写し」は、市区町村から発行されたものの原本のことを指し、コピーのことではありません。提出に  
　　当たっては、個人番号及び住民票コードの謄写を省略し、それ以外の記載事項は省略しないものを添付してくださ  
　　い。添付する住民票の写しの証明日は、事実発生日以降の日付となるものを提出してください。　　　  
　 ②「戸籍全部事項証明書」は、「戸籍謄本」の電算化された後の名称です。（戸籍の電算化前に除籍された者は、記  
   載されていません。）  
　 ③「改製原戸籍」は、法律の改正や電算化によって作り替えられる前の戸籍簿です。（戸籍の電算化前に除籍された  
   者があるか確認するために必要です。）


